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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 
  

 
(注) １ 当社は中間連結財務諸表を作成していないので、中間連結会計期間等に係る主要な経営指標等の推移につい

ては、記載していない。 

２ 売上高は消費税等抜きで記載している。 

３ 潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益については、第110期中、第110期は、中間（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため、第109期中、第109期及び第111期中は、潜在株式が存在しないため

記載していない。 
  

第一部 【企業情報】

回次 第109期中 第110期中 第111期中 第109期 第110期

会計期間

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成18年 
  ９月30日

自 平成19年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ９月30日

自 平成17年 
  ４月１日 
至 平成18年 
  ３月31日

自 平成18年
  ４月１日 
至 平成19年 
  ３月31日

売上高 (百万円) 5,375 6,369 9,184 10,113 13,453

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 179 △280 657 △392 △392

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) 78 △670 710 2 △492

持分法を適用した 
場合の投資利益又は 
投資損失(△)

(百万円) 0 △2 1 0 0

資本金 (百万円) 2,215 2,215 2,215 2,215 2,215

発行済株式総数 (千株) 28,000 28,000 28,000 28,000 28,000

純資産額 (百万円) 6,645 5,845 6,756 6,590 6,043

総資産額 (百万円) 16,719 16,840 19,841 18,424 18,404

１株当たり純資産額 (円) 237.49 208.94 241.52 235.53 216.00

１株当たり中間 
(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(円) 2.82 △23.97 25.39 0.08 △17.61

潜在株式調整後１株 
当たり中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ― ―

１株当たり配当額 (円) ― ― ― 2.00 ―

自己資本比率 (％) 39.7 34.7 34.1 35.8 32.8

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 834 △501 421 753 240

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △1,861 △954 △249 △2,540 △941

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △960 △634 △37 △694 △1,196

現金及び現金同等物の 
中間期末(期末)残高

(百万円) 4,924 2,340 2,668 4,431 2,534

従業員数 (名) 238 219 233 213 219



２ 【事業の内容】 

当中間会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営んでいる事業の内容に重要な変

更はない。 

また、主要な関係会社についても異動はない。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間会計期間において、重要な関係会社の異動はない。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 提出会社の状況 

平成19年９月30日現在の従業員数は、233名である。 

  

(2) 労働組合の状況 

全従業員233人の内、組合員数は205人で、労使関係は信頼関係を基礎とし極めて良好である。 

「産業別労働組合ジェイ・エイ・エム神戸発動機労働組合」      205人 

  



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間期におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景とした設備投資の増加が続くなど、景気は緩

やかながら着実な回復基調をたどりました。また、海外情勢や金利動向等、先行きの不透明感が払拭し

きれない状況が見受けられます。 

一方、わが国造船業界では、好調な船舶需要を背景に造船各社が高水準の手持ち工事量を抱えている

ものの、為替変動や原油高・原材料等の価格続騰など企業収益を圧迫する不安要因もあり、厳しい状況

が続いております。 

この様な環境下にあって、当社は、受注・販売活動に全力を傾注しました結果、当中間期の売上高

は、主力製品である舶用内燃機関は69億6千万円と前年同期比22億4千7百万円（47.7％）、修理・部品

等は22億2千4百万円と前年同期比5億6千8百万円（34.3％）となり、売上高の総額は91億8千4百万円と

前年同期比28億1千5百万円（44.2％）の各々増収となりました。 

損益面は、主機関の売上増加に伴う収益の改善、部品売上が好調であったことや生産性の向上に全力

を傾注し、製造原価・販管費の圧縮に 大限注力しました結果、営業利益6億3千8百万円、経常利益6億

5千7百万円、また、特別利益に固定資産売買契約解除違約金1億4千4百万円を計上し、繰延税金資産9千

6百万円を計上したこと等により、中間純利益は7億1千万円となりました。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間期末における現金及び現金同等物は、前期末に比べ1億3千4百万円増加し、26億6千8百万円と

なりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

税引前中間純利益7億9千3百万円、売上債権12億9千5百万円及び棚卸資産4億8千7百万円の増加、仕入

債務8億1千3百万円の増加等があり、営業活動によるキャッシュ・フローは4億2千1百万円（前年同期は

△5億1百万円）となりました。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

その他固定資産に関する支出等により、投資活動によるキャッシュ・フローは△2億4千9百万円（前

年同期は△9億5千4百万円）となりました。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

新規借入金及び借入金の返済等により、財務活動によるキャッシュ・フローは△3千7百万円（前年同

期は△6億3千4百万円）となりました。 

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

  

(1) 生産実績 

当中間会計期間における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

  

 
(注) 金額は、販売価格によっている。 

  

(2) 受注実績 

当中間会計期間における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

  

 
  

(3) 販売実績 

当中間会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりである。 

  

 
(注) 主な相手先別の販売実績および総販売実績に対する割合は次のとおりである。 

  

 
  

  

３ 【対処すべき課題】 

当中間会計期間において、当社が対処すべき課題について、重要な変更及び新たに生じた課題はない。

  

事業部門の名称 生産高(百万円) 前年同期比(％)

舶用内燃機関 7,254 65.6

修理・部品 2,224 34.3

合計 9,478 57.0

事業部門の名称
受注高 受注残高

金額(百万円) 前年同期比(％) 金額(百万円) 前年同期比(％)

舶用内燃機関 5,239 △5.9 27,023 △14.5

修理・部品 2,437 44.7 737 66.6

合計 7,676 5.9 27,761 △13.4

事業部門の名称 販売高(百万円) 前年同期比(％)

舶用内燃機関 6,960 47.7

修理・部品 2,224 34.3

合計 9,184 44.2

相手先
前中間会計期間 当中間会計期間

金額(百万円) 割合(％) 金額(百万円) 割合(％)

㈱カナックス 2,575 40.4 2,136 23.3

今治造船㈱ 705 11.1 1,636 17.8

三井物産㈱ 985 15.5 887 9.7



４ 【経営上の重要な契約等】 

 当中間会計期間において新たに締結した経営上の重要な契約等はない。 

  

５ 【研究開発活動】 

該当事項なし。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間会計期間において、主要な設備に重要な異動はない。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間会計期間において、前事業年度末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について、重要な

変更並びに重要な設備計画の完了はない。 

  また、当中間会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却等はない。 

  

  

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

該当事項なし。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項なし。 

  

(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
  

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年12月20日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 28,000,000 28,000,000
大阪証券取引所
(市場第二部)

――

計 28,000,000 28,000,000 ―― ――

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(千株)

発行済株式
総数残高 
(千株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金
残高 

(百万円)

平成19年４月１日 
～平成19年９月30日

― 28,000 ― 2,215 ― 1,709



(5) 【大株主の状況】 
平成19年９月30日現在 

 
  

(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年９月30日現在 

 
(注) 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己保有株式が次のとおり含まれている。 

  自己保有株式     489株 

  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

三菱重工業株式会社 東京都港区港南２丁目16番５号 9,240 33.00

三井物産株式会社 東京都千代田区大手町１丁目２番１号 4,610 16.46

株式会社シーケービー 東京都渋谷区渋谷２丁目10番６号 1,501 5.36

株式会社商船三井 大阪市北区中之島３丁目６―32 996 3.55

株式会社新来島どっく 愛媛県今治市大西町新町甲945番地 845 3.01

株式会社山田クラブ21 東京都渋谷区渋谷２丁目10番６号 710 2.53

浜 口 誠 昭 福岡市中央区 673 2.40

ジャパンストラテジックアイテ
ィ１号投資事業組合

東京都中央区京橋１丁目２―１ 667 2.38

株式会社カナックス 愛媛県松山市問屋町５番８号 590 2.10

日本郵船株式会社 東京都千代田区丸の内２丁目３番２号 550 1.96

計 ― 20,382 72.79

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ――

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ――

議決権制限株式(その他) ― ― ――

完全議決権株式(自己株式等)

(自己保有株式)
普通株式 24,000

― ――

(相互保有株式)
普通株式 2,000

― ――

完全議決権株式(その他)  
普通株式 27,904,000 27,904 ――

単元未満株式  
普通株式 70,000 ― ――

発行済株式総数 28,000,000 ― ――

総株主の議決権 ― 27,904 ――



② 【自己株式等】 

平成19年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低株価は、大阪証券取引所市場第二部におけるものである。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当半期報告書提出日までにおいて、役員の異動はない。 

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
 神戸発動機株式会社

兵庫県明石市二見町南二見
１番地

24,000 ― 24,000 0.1

(相互保有株式) 
 シンパツサンライズ 
 株式会社

兵庫県明石市二見町南二見
１番地

2,000 ― 2,000 0.0

計 ―― 26,000 ― 26,000 0.1

月別 平成19年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 238 297 398 417 429 425

最低(円) 212 229 275 338 346 371



第５ 【経理の状況】 

１ 中間財務諸表の作成方法について 

当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省

令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成している。 

なお、第110期中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日)は、改正前の中間財務諸表

等規則に基づき、第111期中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)は、改正後の中間

財務諸表等規則に基づいて作成している。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、第110期中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平

成18年９月30日)の中間財務諸表について並びに金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第111

期中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日)の中間財務諸表について、新日本監査法人

の中間監査を受けている。 

  

３ 中間連結財務諸表について 

当社は、子会社がないため中間連結財務諸表は作成していない。 



【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 2,340 2,668 2,534

 ２ 受取手形 ※3 2,115 3,011 2,516

 ３ 売掛金 2,750 3,527 2,734

 ４ たな卸資産 2,859 4,396 3,908

 ５ その他 96 159 348

   貸倒引当金 △4 △0 △2

  流動資産合計 10,157 60.3 13,764 69.4 12,040 65.4

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

  (1) 建物 2,880 2,833 2,907

  (2) 機械及び装置 2,341 1,912 2,109

  (3) 土地 498 506 506

  (4) その他 632 566 584

  (5) 建設仮勘定 90 1 ―

計 6,442 5,819 6,108

 ２ 無形固定資産 14 16 15

 ３ 投資その他の資産

  (1) その他 224 240 239

計 224 240 239

  固定資産合計 6,682 39.7 6,076 30.6 6,363 34.6

   資産合計 16,840 100.0 19,841 100.0 18,404 100.0

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※3 3,714 5,151 4,481

 ２ 買掛金 916 1,351 1,192

 ３ 短期借入金 ※2 1,010 1,020 1,043

 ４ 未払法人税等 11 196 ―

 ５ 前受金 215 1,055 1,063

 ６ 賞与引当金 56 74 73

 ７ 製品保証引当金 64 93 73

  ８  受注損失引当金 ― 20 45

 ９ その他 873 567 858

  流動負債合計 6,863 40.8 9,531 48.0 8,830 48.0

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※2 3,755 3,149 3,163

 ２ 退職給付引当金 213 215 188

 ３ 役員退職引当金 129 142 135

 ４ その他 33 45 43

  固定負債合計 4,131 24.5 3,553 17.9 3,531 19.2

  負債合計 10,994 65.3 13,084 65.9 12,361 67.2



 
  

前中間会計期間末

(平成18年９月30日)

当中間会計期間末

(平成19年９月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 2,215 13.2 2,215 11.2 2,215 12.0

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,709 1,709 1,709

   資本剰余金計 1,709 10.1 1,709 8.6 1,709 9.3

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 145 145 145

  (2) その他利益剰余金

    技術研究積立金 250 250 250

    別途積立金 1,200 1,200 1,200

    繰越利益剰余金 286 1,175 464

   利益剰余金計 1,882 11.2 2,770 14.0 2,060 11.2

 ４ 自己株式 △3 △0.0 △3 △0.0 △3 △0.0

   株主資本合計 5,803 34.5 6,691 33.8 5,981 32.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

41 0.2 65 0.3 61 0.3

   評価・換算差額等 
   合計

41 0.2 65 0.3 61 0.3

  純資産合計 5,845 34.7 6,756 34.1 6,043 32.8

  負債・純資産合計 16,840 100.0 19,841 100.0 18,404 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 6,369 100.0 9,184 100.0 13,453 100.0

Ⅱ 売上原価 6,114 96.0 7,972 86.8 12,751 94.8

   売上総利益 254 4.0 1,212 13.2 702 5.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 534 8.4 574 6.2 1,100 8.2

   営業利益 ― ― 638 7.0 ― ―

   営業損失 279 △4.4 ― ― 398 △3.0

Ⅳ 営業外収益 ※１ 25 0.4 32 0.3 55 0.4

Ⅴ 営業外費用 ※２ 26 0.4 14 0.2 49 0.3

   経常利益 ― ― 657 7.1 ― ―

   経常損失 280 △4.4 ― ― 392 △2.9

Ⅵ 特別利益 ※３ 8 0.1 150 1.6 314 2.3

Ⅶ 特別損失 ※４ 63 1.0 13 0.1 78 0.6

   税引前中間純利益 ― ― 793 8.6 ― ―

   税引前中間(当期) 
   純損失

335 △5.3 ― ― 156 △1.2

   法人税、住民税 
   及び事業税

3 180 4

   法人税等調整額 331 334 5.2 △96 83 0.9 331 336 2.5

   中間純利益 ― ― 710 7.7 ― ―

   中間(当期)純損失 670 △10.5 ― ― 492 △3.7



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

 
  

 
(注) 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。 

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本 

準備金

資本
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計

技術研究
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高(百万円) 2,215 1,709 1,709 145 250 1,200 1,013 2,608 △2 6,531

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △55 △55 △55

 中間純損失 △670 △670 △670

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― ― ― △726 △726 △0 △727

平成18年９月30日残高(百万円) 2,215 1,709 1,709 145 250 1,200 286 1,882 △3 5,803

評価・換算差額等

純資産
合計

その他 
有価証券 
評価 
差額金

評価・ 
換算 

差額等 
合計

平成18年３月31日残高(百万円) 59 59 6,590

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当(注) △55

 中間純損失 △670

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)

△17 △17 △17

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

△17 △17 △744

平成18年９月30日残高(百万円) 41 41 5,845



当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

 
  

 
  

  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本 

準備金

資本
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益 
剰余金 
合計

技術研究
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年３月31日残高(百万円) 2,215 1,709 1,709 145 250 1,200 464 2,060 △3 5,981

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― ― ―

 中間純利益 710 710 710

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)
中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― ― ― 710 710 △0 709

平成19年９月30日残高(百万円) 2,215 1,709 1,709 145 250 1,200 1,175 2,770 △3 6,691

評価・換算差額等

純資産
合計

その他 
有価証券 
評価 
差額金

評価・ 
換算 

差額等 
合計

平成19年３月31日残高(百万円) 61 61 6,043

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ―

 中間純利益 710

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 
 中間会計期間中の変動額(純額)

3 3 3

中間会計期間中の変動額合計 
(百万円)

3 3 713

平成19年９月30日残高(百万円) 65 65 6,756



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本 

準備金

資本 
剰余金 
合計

利益
準備金

その他利益剰余金 利益
剰余金 
合計

技術研究
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年３月31日残高 
(百万円)

2,215 1,709 1,709 145 250 1,200 1,013 2,608 △2 6,531

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △55 △55 △55

 当期純損失 △492 △492 △492

 自己株式の取得 △0 △0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額)
事業年度中の変動額合計 
(百万円)

― ― ― ― ― ― △548 △548 △0 △549

平成19年３月31日残高 
(百万円)

2,215 1,709 1,709 145 250 1,200 464 2,060 △3 5,981

評価・換算差額等

純資産 
合計

その他 
有価証券 
評価 

差額金

評価・ 
換算 
差額等 
合計

平成18年３月31日残高 
(百万円)

59 59 6,590

事業年度中の変動額

 剰余金の配当 △55

 当期純損失 △492

 自己株式の取得 △0

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額)

2 2 2

事業年度中の変動額合計 
(百万円)

2 2 △547

平成19年３月31日残高 
(百万円)

61 61 6,043



④ 【中間キャッシュ・フロー計算書】 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー
  税引前中間純利益又は
    税引前中間（当期）純損失

△335 793 △156

  減価償却費 368 338 750

  貸倒引当金の増減額 0 △2 △1

  賞与引当金の増減額 7 1 24

  製品保証引当金の増減額 △14 20 △5

    受注損失引当金の増減額 ― △25 45

  退職給付引当金の増減額 △39 26 △64

  役員退職引当金の増減額 6 6 12

    固定資産売買契約解除
    違約金

― △144 ―

  受取利息及び配当金 △1 △2 △3

  支払利息 17 14 33

  投資有価証券評価損 ― ― △3

  固定資産除却損 ― 0 0

  固定資産売却益 △8 △3 △16

  売上債権の増減額 △1,295 △1,295 △833

  たな卸資産の増減額 △160 △487 △1,210

  仕入債務の増減額 791 813 1,811

  未収/未払消費税等の 
  増減額

276 62 267

  その他流動資産の増減額 14 127 △144

  その他流動負債の増減額 36 105 18

  その他固定負債の増減額 ― △0 ―

    小計 △335 349 524

  利息及び配当金の受取額 1 2 3

  利息の支払額 △16 △14 △33

    法人税等の還付額 ― 91 ―

  法人税等の支払額 △150 △7 △253

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△501 421 240



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   有価証券の取得による支出 △44 ― △49

   有価証券の売却又は償還に
   よる収入

44 45 49

   投資有価証券の取得による
   支出

△7 △0 △8

   投資有価証券の売却による
      収入

― ― 6

   有形固定資産の取得による
   支出

△1,060 △33 △1,424

   有形固定資産の売却による
   収入

12 3 26

   無形固定資産の取得による
   支出

― △1 △1

      長期前払費用の取得による
      支出

― △1 ―

   貸付けによる支出 △3 ― △3

   貸付金の回収による収入 41 6 48

   その他固定資産に関する 
   支出

△12 △268 △12

   その他固定資産に関する 
   収入

75 ― 426

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△954 △249 △941

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   長期借入による収入 ― 500 ―

   長期借入金の返済による 
   支出

△580 △536 △1,139

   自己株式の取得による支出 △0 △0 △0

   配当金の支払額 △54 △0 △56

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△634 △37 △1,196

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 △2,091 134 △1,897

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

4,431 2,534 4,431

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※ 2,340 2,668 2,534



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  
前中間会計期間

(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) たな卸資産 

  ① 製品・仕掛品 

    個別法による原価法 

  ② 原材料 

    先入先出法による原価法 

  ③ 貯蔵品 

    移動平均法による原価法

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

  ① 製品・仕掛品

同左

  ② 原材料

同左

  ③ 貯蔵品

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

  ① 製品・仕掛品

同左

  ② 原材料

同左

  ③ 貯蔵品

同左

 (2) 有価証券

  ① 関連会社株式

    移動平均法による原価法

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算末日の市場価格

等に基づく時価法

     (評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法

により算定)

 (2) 有価証券

  ① 関連会社株式

同左

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

同左

 (2) 有価証券

  ① 関連会社株式

同左

  ② その他有価証券

    時価のあるもの

     決算末日の市場価格等に

基づく時価法

     (評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、

売却原価は、移動平均法

により算定)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   定率法

   ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物(建物附属設

備を除く)については、定額

法。

   なお、耐用年数及び残存価額

については、法人税法に規定す

る方法と同一の基準によってい

る。

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

              同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

   定額法

   なお、耐用年数については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっている。

   ただし、ソフトウェア(自社

利用分)については、社内にお

ける見込利用可能期間(５年)に

よる定額法。

 (2) 無形固定資産

同左

 (2) 無形固定資産

同左

 (3) 投資その他の資産

   定額法

   なお、償却期間については、

法人税法に規定する方法と同一

の基準によっている。

 (3) 投資その他の資産

同左

 (3) 投資その他の資産

同左



 

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる損失に備

えるため、回収不能見込額を

計上している。

   一般債権………貸倒実績率法

貸倒懸念債権及び破産更生債

権……………財務内容評価法

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

３ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に対して支給する賞与

に充てるため、将来の支給見込

額のうち、当中間期の負担額を

計上している。

 (2) 賞与引当金

同左

 (2) 賞与引当金

   従業員に対して支給する賞与

に充てるため、将来の支給見込

額のうち、当期の負担額を計上

している。

 (3) 製品保証引当金

   売上製品の保証費用に充当す

るため、保証費用見積額を計上

している。

 (3) 製品保証引当金

同左

 (3) 製品保証引当金

同左

 (4)     ―――  (4) 受注損失引当金

  受注案件の損失に備えるた

め、当中間期末手持受注案件の

うち、当中間期末において損失

が確実視され、かつ、その金額

を合理的に見積ることができる

ものについては、中間期以降に

発生が見込まれる損失を引当計

上している。

 (4) 受注損失引当金

 受注案件の損失に備えるた

め、当期末手持受注案件のうち

当期末において損失が確実視さ

れ、かつ、その金額を合理的に

見積ることができるものについ

ては、翌期以降に発生が見込ま

れる損失を引当計上している。

 (5) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づ

き、当中間会計期間末において

発生していると認められる額を

計上している。

   なお、会計基準変更時差異

(197百万円)については、15年

による按分額を費用計上してい

る。

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(13年)による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の翌

事業年度から費用処理すること

としている。

 (5) 退職給付引当金

同左

 (5) 退職給付引当金

   従業員の退職給付に備えるた

め、当期末における退職給付債

務及び年金資産に基づき、期末

において発生していると認めら

れる額を計上している。

   なお、会計基準変更時差異

(197百万円)については、15年

による按分額を費用計上してい

る。

   数理計算上の差異は、各事業

年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の

年数(13年)による定額法により

按分した額を、それぞれ発生の

翌事業年度から費用処理するこ

ととしている。

 (6) 役員退職引当金

   役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく中間期

末要支給額を計上している。

 (6) 役員退職引当金

同左

 (6) 役員退職引当金

   役員の退職慰労金の支給に充

てるため、内規に基づく期末要

支給額を計上している。

４ リース取引の処理方法

  リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっている。

４ リース取引の処理方法

同左

４ リース取引の処理方法

同左



 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

５ ヘッジ会計の方法

  ①ヘッジ会計の方法

金利スワップについては、特

例処理の要件を充たしている

ため特例処理によっている。

  ②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

取引

ヘッジ対象：変動金利借入

  ③ヘッジ方針

将来の金利変動リスクを回避

する目的でヘッジしている。

  ④ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利ス

ワップのため、有効性の判定

は省略している。

５ ヘッジ会計の方法

同左

５ ヘッジ会計の方法

同左

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

  手許現金、要求払預金及び取得

日から３ヶ月以内に満期日又は償

還日の到来する流動性の高い、容

易に換金可能であり、かつ、価値

の変動について僅少なリスクしか

負わない短期的な投資。

６ 中間キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左

６ キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金の範囲

同左

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。

   なお、仮払消費税等及び仮受

消費税等は相殺のうえ、流動資

産の「その他」に含めて表示し

ている。

７ その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

同左

７ その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項

   消費税等の会計処理

   消費税等の会計処理は、税抜

方式によっている。



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

  

 
  

  

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準） 

当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準」(企業会計基準第５号 平成17

年12月９日)及び「貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」(企業会計基準適用指

針第８号 平成17年12月９日)を適

用している。 

これまでの資本の部の合計に相当す

る金額は5,845百万円である。 

なお、当中間会計期間における中間

貸借対照表の純資産の部について

は、中間財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の中間財務諸表等規則に

より作成している。

法人税法の改正に伴い、当中間会計

期間より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更している。 

これにより、営業利益、経常利益及

び税引前中間純利益は、それぞれ11

百万円減少している。

（貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準等） 

当期より、「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準」(企業

会計基準委員会 平成17年12月９日

企業会計基準第５号)及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準等の適用指針」(企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号)を適用し

ている。 

従来の「資本の部」の合計に相当す

る金額は6,043百万円である。 

なお、当期における貸借対照表の純

資産の部については、財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の財務諸表

等規則により作成している。



追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

当社は、平成18年９月28日付で次の

とおり旧長崎工場及びその敷地につ

いての譲渡契約を締結しており、平

成19年３月30日までに当物件の引渡

しを行う予定である。

譲渡資産 ：旧長崎工場(土地及

び建物・構築物)

譲渡価額 ：752百万円

譲渡益  ：386百万円

譲渡予定先：株式会社ソロンコー

ポレーション

譲渡理由 ：資産の効率化と有利

子負債の圧縮を図る

ためである。

当中間会計期間より、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資産の

うち償却可能までの償却が終了して

いるものについては、残存簿価と備

忘価額との差額を５年間で均等償却

している。

この変更により営業利益、経常利益

及び税引前中間純利益は、それぞれ

９百万円減少している。

―――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,846百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

4,446百万円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

4,109百万円

 

※２ 担保資産

有形固定 
資産

270百万円

 (内 工場 
 財団)

(270百万円)

  

※２ 担保資産

有形固定
資産

3,095百万円

 (内 工場
 財団)

(3,095百万円)

  

※２ 担保資産

有形固定
資産

3,224百万円

(内 工場 
 財団)

(3,224百万円)

 

   同上見合債務額

短期借入金 484百万円

長期借入金 1,952百万円

計 2,436百万円

 (内 工場 
 財団)

(2,436百万円)

  

   同上見合債務額

短期借入金 629百万円

長期借入金 2,187百万円

計 2,816百万円

 (内 工場
 財団)

(2,816百万円)

  

   同上見合債務額

短期借入金 629百万円

長期借入金 2,501百万円

計 3,131百万円

(内 工場 
 財団)

(3,131百万円)

※３ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理している。

なお、中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、

中間会計期間末残高に含まれて

いる。

受取手形 387百万円

支払手形 430百万円

※３ 中間会計期間末日満期手形の

会計処理については、手形交換

日をもって決済処理している。

なお、中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の

中間会計期間末日満期手形が、

中間会計期間末残高に含まれて

いる。

受取手形 566百万円

支払手形 549百万円

※３ 期末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって

決済処理している。なお、当期

末日が金融機関の休日であった

ため、次の期末日満期手形が期

末残高に含まれている。 

 

 

受取手形 714百万円

支払手形 539百万円

 ４ 当社は資金調達の機動性確保

のため取引銀行11行とコミット

メントライン契約を締結してい

る。これらの契約に基づく当中

間会計期間末の借入未実行残高

は次のとおりである。

コミットメ 
ントライン 
の総額

2,500百万円

借入実行 
残高

―

差引額 2,500百万円

 ４ ―――――  ４ ―――――



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 0百万円

受取配当金 1百万円
  

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1百万円

受取配当金 1百万円
  

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1百万円

受取配当金 1百万円

 

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 17百万円
  

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 14百万円
  

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 33百万円

※３ 特別利益の主要項目

    機械及び装置売却益

8百万円

※３ 特別利益の主要項目

    建物売却益

3百万円

        固定資産売買契約 

        解除違約金

144百万円

        貸倒引当金戻入額

2百万円

※３ 特別利益の主要項目

    機械及び装置売却益

12百万円

        工具・器具及び備品売却益

2百万円

        土地売却益

1百万円

        車両運搬具売却益

0百万円

    投資有価証券売却益

3百万円

    産業集積促進補助金

293百万円

    貸倒引当金戻入益

1百万円

※４ 特別損失の主要項目

    移転関連損失

63百万円

※４ 特別損失の主要項目

    固定資産整理費用

13百万円

        

※４ 特別損失の主要項目

    車両運搬具除却損

0百万円

    移転関連損失

78百万円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 366百万円

無形固定資産 0百万円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 338百万円

無形固定資産 0百万円

 ５ 減価償却実施額

有形固定資産 747百万円

無形固定資産 0百万円



(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加  2,100株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項なし。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 28,000,000 ― ― 28,000,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 19,639 2,100 ― 21,739

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 55 2 平成18年３月31日 平成18年６月30日



当中間会計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加  1,100株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

        該当事項なし。 

  

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの 

該当事項なし。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 28,000,000 ― ― 28,000,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式(株) 23,389 1,100 ― 24,489



前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次のとおりである。 

 単元未満株式の買取りによる増加  3,750株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項なし。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

該当事項なし。 

  

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 28,000,000 ― ― 28,000,000

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 19,639 3,750 ― 23,389

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日 
定時株主総会

普通株式 55 2 平成18年３月31日 平成18年６月30日



(中間キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

 現金及び預金勘定 2,340百万円

 預入期間が３ヶ月 
 を超える定期預金

―百万円

 現金及び 
 現金同等物

2,340百万円

 

※ 現金及び現金同等物の中間期末

残高と中間貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係

 現金及び預金勘定 2,668百万円

 預入期間が３ヶ月
 を超える定期預金

―百万円

 現金及び 
 現金同等物

2,668百万円

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高

と貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係

 現金及び預金勘定 2,534百万円

預入期間が３ヶ月 
 を超える定期預金

―百万円

現金及び
 現金同等物

2,534百万円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額
機械 

及び装置 

(百万円)

工具器具 

及び備品 

(百万円)

無形固定 

資産 

(百万円)

合計 

  

(百万円)

取得価額 

相当額
585 159 89 834

減価償却 

累計額 

相当額

53 60 22 136

中間期末 

残高相当額
531 99 66 698

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

中間期末残高相当額
機械 

及び装置

(百万円)

工具器具

及び備品

(百万円)

無形固定

資産 

(百万円)

合計 

  

(百万円)

取得価額 

相当額
585 123 126 834

減価償却 

累計額 

相当額

106 44 45 196

中間期末 

残高相当額
478 78 80 637

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外のフ

ァイナンス・リース取引

(借主側)

 ① リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額及び

期末残高相当額
機械 

及び装置

(百万円)

工具器具 

及び備品 

(百万円)

無形固定 

資産 

(百万円)

合計 

  

(百万円)

取得価額 

相当額
585 159 89 834

減価償却 

累計額 

相当額

82 77 33 194

期末 

残高相当額
502 82 56 640

   なお、取得価額相当額は、原

則法により算定している。

      

 

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 107百万円

１年超 600百万円

合計 708百万円
  

 ② 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年以内 98百万円

１年超 567百万円

合計 665百万円
  

 ② 未経過リース料期末残高相当

額

１年以内 103百万円

１年超 550百万円

合計 654百万円

   なお、未経過リース料中間期

末残高相当額は、原則法により

算定している。

     

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 62百万円

減価償却費相当額 55百万円

支払利息相当額 11百万円
  

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 59百万円

減価償却費相当額 52百万円

支払利息相当額 9百万円
  

 ③ 支払リース料、減価償却費相

当額及び支払利息相当額

支払リース料 127百万円

減価償却費相当額 113百万円

支払利息相当額 23百万円

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法によ

っている。

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法による。

 ⑤ 利息相当額の算定方法

同左

 ⑤ 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の

取得価額相当額との差額を利息

相当額とし、各期への配分方法

については、利息法による。



(有価証券関係) 

１ 時価のある有価証券 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

  

 
  

(ストック・オプション等関係) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項なし。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項なし。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項なし。 

  

区分
前中間会計期間末 

(平成18年９月30日)
当中間会計期間末

(平成19年９月30日)
前事業年度末 

(平成19年３月31日)

その他有価証券
取得原価 
(百万円)

中間 
貸借対照表 
計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

取得原価
(百万円)

中間
貸借対照表
計上額 

(百万円)

差額
(百万円)

取得原価
(百万円)

貸借対照表 
計上額 

(百万円)

差額 
(百万円)

株式 59 129 69 57 163 106 56 156 99

債券 
その他

49 49 ― 4 4 ― 49 49 ―

計 109 179 69 62 168 106 106 206 99

区分
前中間会計期間末 
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

その他有価証券
中間貸借対照表計上額 

(百万円)
中間貸借対照表計上額

(百万円)
貸借対照表計上額 

(百万円)

非上場株式 7 7 7

合計 7 7 7

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

該当事項はない。 

なお、金利スワップを行なっている

が、ヘッジ会計を適用しているため

注記の対象から除いている。

同左 同左



(持分法損益等) 

  

 
  

(企業結合等関係) 

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項なし。 

  

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

該当事項なし。 

  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

関連会社に対する投資の金額

2百万円

持分法を適用した場合の投資の金額

4百万円

持分法を適用した場合の投資損失の

金額

2百万円

関連会社に対する投資の金額

2百万円

持分法を適用した場合の投資の金額

8百万円

持分法を適用した場合の投資利益の

金額

1百万円

関連会社に対する投資の金額

2百万円

持分法を適用した場合の投資の金額

7百万円

持分法を適用した場合の投資利益の

金額

0百万円



(１株当たり情報) 
  

 
(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 
  

 
  

２ １株当たり中間純利益金額又は中間(当期)純損失金額 
  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

１株当たり純資産額

208.94円

１株当たり中間純損失

23.97円

 なお、滞在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、滞在株

式が存在しないため記載していな

い。

１株当たり純資産額

241.52円

１株当たり中間純利益

25.39円

 なお、滞在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、滞在株

式が存在しないため記載していな

い。

１株当たり純資産額

216.00円

１株当たり当期純損失

17.61円

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益については、１株当たり

当期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載していない。

前中間会計期間末
(平成18年９月30日)

当中間会計期間末
(平成19年９月30日)

前事業年度末 
(平成19年３月31日)

純資産の部の合計額
(百万円)

5,845 6,756 6,043

純資産の部の合計額から 
控除する金額  (百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間期末 
(期末)の純資産額(百万円)

5,845 6,756 6,043

１株当たり純資産額の算定
に用いられた中間期末(期
末)の普通株式の数 (千株)

27,978 27,975 27,976

前中間会計期間
(自 平成18年４月１日
至 平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

前事業年度
(自 平成18年４月１日
至 平成19年３月31日)

中間純利益又は中間(当期) 
純損失(△)   (百万円)

△670 710 △492

普通株主に帰属しない金額
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る中間純利益 
又は中間(当期)純損失(△) 
        (百万円)

△670 710 △492

普通株式の期中平均株式数
(千株)

27,979 27,975 27,977



(重要な後発事象) 

前中間会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年９月30日) 

該当事項なし。 

  

当中間会計期間(自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日) 

該当事項なし。 

  

前事業年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

当社は平成18年９月28日に、旧長崎工場の土地及び建物・構築物に関して、株式会社ソロンコーポ

レーションと固定資産譲渡契約を締結したが、平成19年５月10日付けで買主都合により固定資産の

譲渡を中止した。 

当該契約解除に伴い、当社は買主より当初契約に基づく違約金を受領し、次期において約１億４千

万円の特別利益が発生するものと見込んでいる。 

  

(2) 【その他】 

該当事項なし。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出している。 

  

 
  

  

(1)
臨時報告書の 
訂正報告書

訂正報告書(平成18年９月28日提出の臨時報告書の訂正報告書)を平成19年５
月15日近畿財務局長に提出。

(2)
有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第110期)

自 平成18年４月１日 
至 平成19年３月31日

平成19年６月29日 
近畿財務局長に提出。

(3) 有価証券報告書の 
訂正報告書

訂正報告書（上記(2)）有価証券報告書の訂正報告書）を平成19年８月20日に
近畿財務局長に提出。



該当事項なし。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成18年12月22日

神戸発動機株式会社 

取締役会 御中 

  

 

  
 

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている神戸発動機株式会社の平成18年４月１日から平成19年３月31日までの第110期事業年度の中間会計期

間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損

益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この

中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を

表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、神戸発動機株式会社の平成18年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成18年４月１日から平成18年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  荒  井  憲 一 郎  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  早  川  芳  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  原  準  平  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。



独立監査人の中間監査報告書 

  

平成19年12月20日

神戸発動機株式会社 

取締役会 御中 

  

 

  

  
 

  
 

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」

に掲げられている神戸発動機株式会社の平成19年４月１日から平成20年３月31日までの第111期事業年度の

中間会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照

表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書及び中間キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行

った。この中間財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対

する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、神戸発動機株式会社の平成19年９月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間

会計期間(平成19年４月１日から平成19年９月30日まで)の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する

有用な情報を表示しているものと認める。 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上 

  

 

新日本監査法人

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  早  川  芳  夫  ㊞

指定社員 
業務執行社員

公認会計士  田  原  準  平  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会

社)が別途保管しております。
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